
常任委員会における審査内容の報告 

 

 

 

 

  

委員会名 福祉教育常任委員会 

議 案 名 

議案第８５号 宜野湾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

議案等の主な内容 

国民健康保険財政の健全化を図ることを目的に保険税率、保険税額等の改定や子どもに係る

均等割保険税を軽減するために条例の一部を改正する必要がある。 

※詳しい内容は別添の【資料①】をご参照ください。 

審査内容（質疑応答、議員間討議） 

【質疑】 

国保税率改正の必要性について 

【答弁】 

・国民健康保険特別会計の累積赤字が年々増加し、一般会計からの法定外繰入れを行ってい

る状況であることから、適切な保険税率を設定し、国民健康保険財政の健全化に取り組む必要

があるため税率の改正に至った。 

 

【質疑】 

赤字の解消に向けた取組について 

【答弁】 

・段階的な税率改正を行うことで適切な税率を設定する。また歳出においては、医療費の適

正化を図る取組により単年度赤字を解消するとともに、これまでの累積赤字ついては、令和

３年度から令和７年度にかけて計画的に一般会計からの繰入れを行うことで解消を図る。 

表  決 

賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

原案のとおり可決するにあたり、附帯決議※が提出されました。 

【附帯決議の内容】 

・特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上に対する取組など保健事業のさらなる充

実を図り、医療費の抑制に努めること。 

・収納対策、レセプト点検の充実強化など、引き続き国保財政の健全化に努めること。 

・新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置の継続について国へ求めること。 

・一般会計からの財政的補填も適宜検討すること。 

附帯決議については賛成多数をもって決議を付すことに決定いたしました。 

※ 附帯決議・・・議決にあたり、その事件について付随的に付けられる意見又は要望の決議。

～参考資料～ 

 【資料①】令和４年度国民健康保険税率改定のお知らせ 【資料②】国民健康保険税（料）９市の税率等比較  

【資料③】法定外繰入金状況 【資料④】特定健診受診率・特定保健指導実施率   【資料⑤】特定健診受診率目標値資料 
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資料③ 
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資料⑤ 



常任委員会における審査内容の報告 

 

 

 

 

委員会名 福祉教育常任委員会 

議 案 名 

議案第８３号 宜野湾市こども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

議案等の主な内容 

沖縄県こども医療費助成制度の通院に係る対象年齢を１５歳まで拡大することが示さ

れたことに伴い、本市においても、こども医療費助成の制度の対象年齢を拡大し、安心

して子育てができる環境整備を図る条例の一部を改正します。 

※詳しい内容は別添の【資料①】をご参照ください。 

審査内容（質疑応答、議員間討議） 

【質疑】 

こども医療費助成の通院に係る対象年齢を 15 歳まで拡大することで増加する市の負担

について 

【答弁】 

・現在市の単独事業で小学校１年生から６年生までを助成対象としているが、条例改

正に伴い、県から補助金の交付があるため、市の負担は減となる。しかし中学校１年

生から３年生まで助成対象が広がることで、新たな市の負担が発生するため、差し引

きすると全体で約 500 万円の負担増を見込んでいる。 

 

【質疑】 

償還払いから現物給付移行することで発生する国保のペナルティー※について 

【答弁】 

・現在は未就学児までしかペナルティーは発生していないが、今後医療費助成の対象

が拡充することによりペナルティー額も増える。 

・令和４年度のペナルティー額は約７５０万円になる見込みである。 

 

※ ペナルティー・・・小学生以上の現物給付（窓口負担無し）を実施している市町村

に対して、国から県へ交付される療養給付費負担金の減額分

を、市町村から県に納付する国民健康保険事業費納付金に加算

する制度。 

 

表  決 

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

～参考資料～ 

 【資料①】宜野湾市こども医療費助成に関する条例の一部改正に係る制度見直しポイント及び県・市の制度改正比較表  



 

資料① 



常任委員会における審査内容の報告 

 

 

 

 

 

  

委員会名 福祉教育常任委員会 

議 案 名 

陳情第８０号 県立中部病院の医療体制の強化・充実を求める陳情 

議案等の主な内容 

 県立中部病院の泌尿器・腎臓(移植)内科医は過酷な労働を強いられ十分な休日の確保が

されておらず、令和４年度より減員されることにより、一層労働環境は悪化するものと予

測される。また、予算確保も厳しく施設の老朽化により必要な機材も揃っていない状態で

ある。よって、県立中部病院の医療体制の強化・充実を求める意見書の提出を県へ提出し

ていただきたいです。※詳しい内容は【資料①】をご参照ください。 

審査内容（質疑応答、議員間討議） 

【質疑】 

県立中部病院の泌尿器科の人員体制について 

【答弁】 

・本来の医師の定数は３人だが、現在は２人となっており、泌尿器科がある近隣の病

院に比べて少ない状況であるが、令和４年から１人体制になる予定である。 

 

【質疑】 

 ロボット支援手術の導入で軽減する医師の負担について 

【答弁】 

 ・ロボット支援手術は患者の負担を軽減するものであるため、医師の負担も多少は軽減

できるが、減員分の負担を解消できるものではない。 

 ・泌尿器科で標準治療となっているロボット支援手術がないと研修医も減少し、中部病

院での勤務を希望する医師も減少する。 

 

表  決 

全会一致をもって採択すべきものと決定いたしました。 

意見書第３５号 沖縄県立中部病院泌尿器科の医療体制強化及び充実を求める意見書を

採択し、沖縄県知事に提出しました。※詳しい内容は【資料②】をご参照ください。 

 

～参考資料～ 

【資料①】陳情第８０号 県立中部病院の医療体制の強化・充実を求める陳情について 

【資料②】沖縄県立中部病院泌尿器科の医療体制強化及び充実を求める意見書 

【資料③】沖縄タイムス掲載記事「県立中部病院の充実を求める決議」 



  
資料① 
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資料③ 

沖縄タイムス社 提供 


